
平成 19 年度精神障害者退院促進支援事業の流れ（香川県）

・院内で候補者選定

・候補者への働きかけ、意思確認

・院内で候補者決定

・保健所への情報提供

・対象者と保健所職員との顔つなぎ

利用の申し込み

保健所の調査

対象者の決定

顔合わせ

アセスメント

自立支援計画作成

（退院に向けての訓練計画）

訓 練 開 始

ケ ア 会 議

退院後の支援計画

・退院促進支援協議会（全体会）にて対象者決定

・本人、病院スタッフ、地域スタッフの顔合わせ

・退院後の生活のイメージ作り

・生活能力のアセスメント（本人、看護師、OT等）

・病状に関するアセスメント（本人、医師、看護師等）

・家族支援に関するアセスメント（本人、家族等）

・退院準備の進め方を本人、関係者間で話し合い

（自立支援計画案の作成）

・退院促進支援協議会（圏域部会）にて決定

・外出訓練

・住居さがし

・服薬、金銭管理の訓練

・生活訓練

・作業所、授産施設の見学及び体験 等

・本人、家族、病院、地域、支援員等によるケア会議

（本人の意向を確認しながら退院後の支援計画策定）

退 院

・退院後の支援の開始

（支援員による支援は、1ヶ月で終了）
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